
困
っ
て
い
る
こ
と
、
納
得
で
き
な
い

こ
と
、
こ
う
し
て
ほ
し
い
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密

は
守
り
ま
す
。

【
相
談
内
容
】

老
人
保
健
・
福
祉
、

道
路
、
年
金
、
郵
便
、
雇
用
保
険
、

役
所
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど

【
行
政
相
談
委
員
】

播
磨
　
修
一
さ
ん
（
美
国
町
）

℡
44
―
２
０
７
６
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次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

５
月
21
日
d

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員

６
人
。
１
人
の
相
談
時
間

は
30
分
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場
　
町
民
生
活
係

℡
21
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
調
理
師
試
験
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

◆
試
験
日
時

９
月
２
日
c

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時

◆
試
験
地

札
幌
市

◆
受
験
資
格

中
学
校
若
し
く
は
こ

れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
、
平

成
20
年
５
月
30
日
ま
で
に
２
年
以

上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

方
◆
受
験
願
書
受
付
期
間

５
月
12
日
b
〜
５
月
30
日
f

【
問
い
合
わ
せ
先
】

後
志
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
福
祉
部

・
健
康
推
進
課
健
康
増
進
係

℡
０
１
３
６
―
23
―
１
９
５
２

・
余
市
支
所

℡
０
１
３
５
―
23
―
３
１
０
４

に
な
る
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

人
事
院
人
材
局
試
験
課

℡
03
―
３
５
８
１
―
５
３
１
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.jinji.go.jp/

国
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
意

見
・
要
望
等
を
お
聴
き
し
て
い
ま
す
。

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
役

所
や
公
団
等
が
行
っ
て
い
る
仕
事
や

そ
の
手
続
き
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

人
事
院
及
び
各
府
省
で
は
、
国
家

公
務
員
中
途
採
用
者
選
考
試
験
（
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
試
験
）
を
行
う
予
定
で

す
。さ

ま
ざ
ま
な
職
種
が
あ
り
、
試
験

種
目
に
よ
り
日
程
も
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
人
事
院
に
お
問
い
合
わ
せ

北
海
道
警
察
で
は
、
平
成
20
年
７

月
の
北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
に
お

い
て
、「
安
全
で
安
心
な
北
海
道
」
を

世
界
に
発
信
で
き
る
よ
う
「
サ
ミ
ッ

ト
出
席
者
の
安
全
」
と
「
道
民
生
活

の
安
全
と
安
心
」
を
、
と
も
に
実
現

す
る
た
め
最
善
を
尽
く
し
て
ま
い
り

ま
す
。

サ
ミ
ッ
ト
会
場
や
関
係
施
設
付
近

な
ど
で
の
検
問
や
交
通
規
制
、
不
審

者
や
不
審
物
を
発
見
し
た
際
の
通
報

な
ど
、
サ
ミ
ッ
ト
警
備
に
対
す
る
ご

理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。札

幌
方
面
余
市
警
察
署

戸
籍
証
明
書
の
不
正
取
得
や
戸
籍

へ
の
虚
偽
記
載
の
防
止
の
た
め
、
平

成
20
年
５
月
１
日
か
ら
戸
籍
証
明
書

の
取
得
や
戸
籍
の
届
出
の
際
、
戸
籍

の
窓
口
で
運
転
免
許
証
や
写
真
付
き

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
の
証
明

書
に
よ
る
「
本
人
確
認
」
が
法
律
上

の
ル
ー
ル
に
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

町
住
民
福
祉
課

℡
44
―
２
１
１
１

２
等
陸
・
海
・
空
士
募
集
し
ま
す
。

◆
身
分

特
別
職
国
家
公
務
員

◆
資
格

18
歳
以
上
27
歳
未
満

◆
試
験
日
／
受
付
時
お
知
ら
せ

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

小
樽
地
域
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
22
―
５
５
２
１

主な改正点は以下のとおりです。

○地域別最低賃金の不払の罰

金額の上限が２万円から50

万円に引き上げられます。

○派遣労働者の最低賃金は

派遣先の地域（産業）の最

低賃金が適用されます。

北海道の最低賃金

時間額flfi›円

（平成19年10月19日発効）

北海道労働局
労働基準監督署（支署）
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平成１３年３月２６日以前に石綿による疾病を発症し、死亡した労働者の遺族で、労災保険法の遺族補

償給付を受ける権利が時効により消滅した方に対しては特別遺族給付金が支給されています。

この特別遺族給付金は、平成１８年３月２７日の「石綿による健康被害の救済に関する法律」施行後３

年以内に請求しなければならず、平成２１年３月２７日が請求期限となっており、それ以降は請求するこ

とができませんのでご注意ください。

お心当たりのある方は、早急に北海道労働局または小樽労働基準監督署までお問い合わせください。

また、どのような仕事が石綿を吸い込む危険があるか、お知りになりたいときは下記までお問い合わせ

ください。また、厚生労働省のホームページにも写真入りの解説が掲載されていますので、ご参照ください。

【問い合わせ先】

北海道労働局　労災補償課　℡０１１－７０９－２３１１

小 樽 労 働 基 準 監 督 署　℡０１３４－３３－７６５１

厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/index.html

サミット開催まで100日を切り、今後、後志管内も
海外から大きな注目を浴びることが予想されます。

このことを踏まえ、３月28日に、ＪＡようてい勝浦
組合長を会長とし、経済、観光・運輸、市民・文化

等の団体や管内20市町村が構成員となって、後志地
域の豊かな自然や食の魅力などを発信し、海外報道

関係者をはじめ、管内を訪れる多くの方々をおもて

なしの心をもってお迎えする「しりべしサミット・

ウェルカムプロジェクト」が立ち上がり、その「実

【後志支庁サミット推進会議】

行委員会」が設

立されました。

設立総会では、

食をはじめとす

る後志の魅力を

朝市形式で発信

する「北のまる

しぇ」の開催など、さまざまな

取り組みが報告されました。

今年７月７～９日に開催される「北海道洞爺

湖サミット」では、留寿都村に「国際メディア

センター」が設置され、後志管内を訪れる方々

をおもてなしの心を持ってお迎えする「しりべ

しサミットウエルカム・プロジェクト」が実施

されます。

このプロジェクトの一環として、サミットに

関連するさまざまな活動に参加していただくボ

ランティアスタッフ「サミット・しりべしサポ

ート隊」を募集します。

◆申込対象

後志管内に住む個人（満年齢18歳以上の方、

満20歳未満の方については申し込みの際に保

護者の承諾が必要）または法人（個人ごとの

名簿も添付）

◆申込期限 平成２０年６月１３日（金）

◆予定事業

a北のまるしぇ（交通整理、運営補助など）

sしりべしプレスツアー（通訳、案内など）

d花いっぱいでお迎えプロジェクト（花の植

栽など）

fクリーンアップ作戦（清掃活動など） ほか

【申込み・問い合わせ先】

町企画課（℡４４－２１１１）
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お

こ

お

こ

認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
・請求者と対象児童の戸籍謄本　・請求者と対象児童が含まれている世帯全員の住民票
・その他必要書類　※印鑑、預金通帳を持参してください。

手当受給者は、毎年８月に届け出て支給要件審査を受けてください。
この届を出さないと、８月以降の手当が受けられません。なお、２年間届をしないと資格がなくなります。

【問い合わせ先】 町住民福祉課（℡４４－２１１１）

手当を受けることができる人は、次の支給要件のいずれかに該当する児童（18歳に達する日以降の最初
の３月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者）を監護している
母や、母に代わってその児童を養育している人に支給されます。ただし、老齢福祉年金以外の公的年金受
給者は手当を受けることができません。（※所得制限があります。）

・父母が婚姻を解消し、父と生計を同じくしていない児童　　・父が死亡した児童
・父が重度の障害にある児童 ・父の生死が明らかでない児童
・父から引き続き１年以上遺棄されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児
・父が引き続き１年以上拘禁されている児童 ・父母とも不明である児童

区 分 手当の全部支給 手当の一部支給

児 童 １ 人 月額41,720円 所得に応じて月額41,710円～9,850円の範囲

児 童 ２ 人 月額46,720円 児童１人の手当月額に5,000円を加算した額

児童３人以上 ３人目から児童１人増えるごとに3,000円を加算




